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フィリピンにおける社会林業と植林の展開

内発的発展の視点において

依　光　良　三

Ｉ． 社会林業の展開と役割

　１　アグロフォレストリーと社会林業

　（１）アグロフォレストリーとは

　２０世紀の森林破壊の要因の一つとして途上国における人口爆発下での鉦秩序な焼畑移動耕作が

あげられたが，そうした環境破壊を助長する生産方式の転換対策として，定着型のアグロフォレ

ストリーや社会林業の推進が，途上国にとっ て重点的な取り組み課題の一つとなっ ている 。

　アグロフォレストリーとは，英語の農業ｒアグリカルチャー」と林業ｒフォレストリー」とを

合成してできた言葉で，一定の土地において空間的，時問的に農作物と樹木とを組み合わせた栽
　　　　　　１）
培方法をいう 。

　世界的には古くから多種多様な方法で営まれてきており ，かつて日本でも木場作（スギの植林

と同時に間にソバ ・アワ ・イモ ・ミツマタなどの作物を作り ，木が大きくなるまでの問混植する）などが

行われていた。日本の木場作とほぼ同様の方法によっ て， 東南アジア各国ではタウンヤ法やトゥ

ンパンサリ法が行われてきた。その他，樹木，果樹，野菜等の混植法，等局線に沿って樹木帯と

畑作地を交互に配置するアーレイ ・クロソ ピンク法，林問放牧とか混牧林，中国の農地林網林 ，

あるいは，森林の地力再生力を生かし休閑期を置いた伝統的な焼畑移動耕作などもアグロフォレ

ストリーの一形態に数えられる 。

　アクロフォレストリーをタイプ分けすると ，　般的に行われている単純な手法 ・技術の観点か

らみるのと ，それに土地所有 ・生産関係をからめてみる方法とがある 。前のパラグラフでは技

術・ 手法に基づいていくつかのタイプをあげた。後者の視点は誰のためのアグロフォレストリー

か， ということに関わる 。一つの典型は個人所有地ないしは公有地での慣行利用権に基づく小農

による秩序だ った焼畑農業，あるいは農作物を中心にしつつ短伐期の燃料用樹木，果樹などを混

植するものであり ，これは農民みずからのためのものといっ てよい 。

　もう一つの典型は，植民地時代にイキリスの東イント会社などから高級木材を確保するために

持ち込まれた技術で，公有地や大地主の土地において，植林の初期プロセス（地栴え ・下刈りの代

替過程）としてのアグロフォレストリーの場合である。地主小作関係のケースにおいては，例え

ば日本の木頭林業の形成（スギ造林）期にみられた焼畑 ・木場作，あるいは，ミャンマーやタイ ，

インドネシアなどの公有林やプランテーシ ョンでのチーク等用材の植林目的の下での混植 ・営農
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形態（タウンヤ法，トゥンパンサリ法など）においては，農民は農作物を自分のものにすることがで

きるが，植林に際しては樹木への権利がなく ，植林木が数年で成長すると他の場所に移らなけれ

はならない。１９世紀の植民地時代に優良木材資源育成を王目的に発達しただけに，その方法は農

民にとっ て植林に対する賃金が支払われることなく保有権の保証のない隷属的で永続性に欠ける

ものであ った。歴史の過程では，こうした生産関係の下で成↓したアグロフォレストリーも少な

くないのである 。

（２）社会林業の性格

　社会林業（。ｏｃ１ａ１ｆｏ。。。ｔ．ｙ）は，インドに発した考え方で，１９７０年代から８０年代にかけて途上国

の農山村の再開発の有効な方法として国際的に認識されるようになっ た。 広義にはコミュニティ

ーのための，人々のための森づくりであり ，農山村の貧困層を助けるための「地域社会開発のた

めの林業，アグロフォレストリー 村落林業，農家林業，農村開発のための林業」などを包括す
　　　　　　　　２）
る概念と考えて良い 。

　ところで，フィリピンでもちいられている「杜会林業」の内容は，ファミリー・ アプローチな

どによる植林も含むが，主として農業と結合した森づ’くりを意味し，定着型アグロフォレストリ

ーの技術をもちいて，一定のコミュニティー単位に農作物づくりと森林づくりを実行しようとす

るものである 。それは，地力の改善 ・生産力の向上と同時にみとり環境の再生並ぴに山地の保全

とを地域社会単位に同時に実現しようとする ，生産と環境の調和をめざすものである 。それと同

時に現在行われている社会林業は，基本的には環境改善という観点からは共通するが，それ以外

にそれぞれの国の事情に応じてすぐれて政策的意図の下に計画され，普及 ・実施されているもの

である 。

　アグロフォレストリーが農民による個別経営単位で営める伝統的ないしは経験的技術であ った

り， 所によっ ては地主小作関係の下で形成されたものであ ったり ，あるいは行政の指導によっ て

普及しているのに対して，社会林業は，行政が強く関与しはするけれとも ，地域単位で受け皿と

しての農民の協同組合（。。。。。１。廿。ｎ）をつくり ，内実はともかく農民参加の下に理念的には地域

資源を生かした人々のための地域づくりを組織的に行うことをめざしたものである 。

　「ソーシャル ・社会」という言葉には，山地などにおいて農業を営む地域とか人々が居住する

コミュニティー が含意されており ，また「フォレストリー・ 林業」には，みどり森林づくりが意

図されている 。つまり ，過去の伐採開発や営農的利用を通じて土地生産力が低く ，環境保全機能

の低下した草原やはげ山（多くは公有地の慣行的利用地）に，行政指導と農民参加の下に，植林し

ながら同時に農作物を作 ったり ，畜産を営もうとするものである 。かつての林業ならぴに農業 ・

アグリカルチャーというモノカルチャー偏向による矛盾や破綻から脱するため，いわば永続性の

あるコンビネーシ ョン ・カルチャーへの行政主導による地域ぐるみの取り組みの試みといえよう 。

　現在，途上国においては社会林業への取り組みが，試行錯誤ながらかなり積極的に進められつ

つある 。その中でも比較的早く ，国家的プロジェクトとして「総合社会林業計画」を実施に移し

ているフィリピンの事例について以下にみておこう 。
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　２　フィリピンにおける社会林業政策の導入の背景

　（１）環境対策としての社会林業

　フィリピンの森林は，１６世紀までは国土の９０％を占めていたが，スペイン ，アメリカの植民地

下での伐採開発，そして２０世紀半はの高水準の伐採開発に加えて他の途上国と同様に著しい人口

増加の下で焼畑移動耕作（カインギン）によっ て急減した。その結果，１９３０年代には５０％台であ

った森林率は，とくに１９６０年代から７０年代に著しく低下し ，８０年には２０％台（９５年１９％）にまで

　　　３）
激減した。ちなみに，１９６０年代半はから７０年代前半は「筒度経済成長」下の日本の木材需要を満

たすための商業用伐採が最盛期の時期に当たる 。

　森林の大規模な減少は，洪水災害や水源枯渇，砂漢化等の環境問題をもたらす。フィリピンに

とっ てはとくに水問題（洪水，渇水）が深刻の度をまし，とくに洪水災害は頻繁に起きている 。

９１年のレイテ島オルモッ ク市で６ ，ＯＯＯ人余の死者行方不明者をだした洪水災害は流域の山林のは

け山化が最大の原因とされ，過去の乱伐や開発の経緯，山林管理や利用のあり方の問題が指摘さ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）れ， 教訓として環境問題のテキストに大きく取り上げられているほどである 。これほどの大規模

でないにしても中小規模の災害は，２０世紀半ば以降，森林の減少とともに頻発している 。こうし

た環境問題の発生の下で森林再生を図ることが社会林業政策導入の第一の背景といえよう 。

　第二は，それと関連して，平場の貧困層の移住者も含めて増え続ける焼畑移動耕作者（カイン

ギネロス）に対しての定着化対策が導入の背景にある 。彼らの位置づけは「公有地の不法占拠者」

としていわば犯罪者的扱いで，公権力による追いだしの対象であ った。１９７１年にはカインギン 管

理計画（一年問の焼畑耕作の認証付与）以降少しずつ認可されるようになっ たけれども ，それ以降

も「不法占拠者」とされるカインギンとそれに伴う森林減少は依然として続いており ，森林再生

力に余裕を与えられない無秩序なカインギンによるこれ以上の森林破壊を防ぎ，山地の環境改善

を図る事が重要な課題となっ ていた 。

　（２）権力にとっ ての社会林業

　第三は，移動耕作者に対する公権力による追い出しは，各地でトラブルを招き ，権力と貧困層

との対立が深まり ，デモやゲリラ活動に展開するなど，権力の基盤を揺るがしかねないものであ

った。フィリピンには７０を超える部族がいるといわれ，それぞれ考え方や慣習が異なろう 。山林

の多くが国有地であるとはいえ，慣行的利用が行われてきたところであり ，権力による追いだし

は当然大きな摩擦を招き ，弾圧された人々の結束は反体制勢力の拡大へとつながりつつあ った 。

　当時，強権力支配の維持を図ろうとしたマルコス体制にとっ て， こうした権力に対抗する民主

勢力の拡大はその基盤を揺るがしかねないものであり ，地方の「安定化」対策は権力維持にとっ

て欠かせないものであ った。このような社会的不安定の下に，それまでの排除 ・弾圧から土地保

有の長期認可を伴う定住化 ・所得の向上を図る方向への政策転換が，住民 ・農民参加型の祉会林

業政策を導入した基本的背景の一つと考えられる 。

　第四は，フィリピンの平場農地の所有構造はこく一部の地主に集中する大土地所有制で，６０年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５）
代後半から７０年代前半にかけて，米とトウモロコシ栽培地の一部が解放され，新たに自作農が形

成されたものの，大多数の人々はわずかな土地をもつか，土地なし労働者や失業者であり ，低賃

金労働者として大地主やアメリカ等の多国籍企業を支えるという構造にあ った。権力と結びつい
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た一部の大地主層や多国籍企業のプランテーシ ョンは，上流域の山地が安定していてこそ維持さ

れるのであり ，上部構造の維持のためにも ，貧農層による社会林業の導入が必然的であ ったと考

えられる 。

　第三の要因が内部的な対抗関係の懐柔策であるのに対して，第四は，権力にとっ て政治経済的

支柱である大地主と多国籍企業体制（ＯＤＡを含む）という外部を含んだ存立基盤の整備の側面を

もつ 。

　２　社会林業の展開と現状

　（１）土地保有権の認証と実施システム

　フィリピンにおける社会林業は，１９８２年の「総合社会林業計画」（ＩＳＦＰ ，Ｉｎｔ．ｇ。。ｔ．ｄ　Ｓ。。。。１Ｆ
。。。

・廿ｙ　Ｐ・ｏｇ・ａｍ）において本格的に導入された。その前史には７６年の「ファミリー・ アプローチ」

による植林計画，そして７８年のアグロフォレストリーの普及を内容とした「コミューナル ・ツリ

ー・ ファーム計画」があ った。これらの過去の認可も「総合社会林業計画」に統合整理して，参

加を認められた農民には２５年問の土地保有権が認証され，さらにもう２５年問の更新も認められた 。

あわせて５０年問の土地利用が保証され，平均３ヘクタールの広さの土地は永続的な農林業が営め

ることを可能にした。こうした形で公式に住民参加（Ｐ・ｏｐｌ・’・ｐ航１・１ｐ・ｕｏｎ）がとられるようにな

り， 国有地の慣行的利用 ・カインキンの排除の時代を経て，契約による認証の形でこく一部であ

るにせよ国有地の「解放」とも解釈される 。それは限界付きにしろ自作農創出をめざして行われ

てきた「農地解放」の山林版といえよう 。

　計画から実施に至る行政システムとしては，当初は天然資源省（ＭＮＲ）そしてマルコス政権

の失脚によりアキノ政権に移行した八六年以降は環境天然資源省（ＤＥＮＲ）の下に，行政区，州

（ｐ．ｏ．ｍ．ｅ）単位に社会林業事務所を設置し，職員を配置して普及に当た った。こうして，中央集

権下のト ソプ ・タウン的なシステム ，行政主導の下に社会林業プロジェクトが発足し，順次，開

発面積，受益者数も増加をたどっていっ た。 ９２年までの１０年問では，プロジ ェクト地域数でぱ

３６００余，合計面積は６７万ヘクタール，受益世帯数は２２万戸に達した（表１参昭）。

　アキノ政権に移行後の変化は，地方分権政策の推進による管理機構の変化と環境天然資源省

（ＤＥＮＲ）の役割と理念の転換をすすめたことである 。とくに９２年には，地方分権化をすすめ ，

それまでは全てＤＥＮＲの管理下に置かれていたものを，９３年からは一部を除いてほとんどのプ

ロジェクトは地方政府（Ｌｏｃ．１Ｇｏｖ．ｍｍｅｎｔ　Ｐ．ｏｖｍｃｅ）に移譲された。地域住民の意向を重視し ，

実のある住民参加を促進するためには地方分権の方が合理的な考え方なのである 。そうした政策

スタンスの転換の中で，中央組織であるＤＥＮＲは各州毎にモデルとなる社会林業プロジ ェクト

サイト（ＣＰＥＵ ，Ｃｅｎｔｅ．ｆｏ． Ｐｅｐ１ｅ ＥｍｐｏｗｅｍｅｎｔｍｔｈｅＵｐ１ａｎｄ）６５カ所と社会林業の研修センター１０

カ所，計７５カ所，２５万ヘクタールを管理運営することとなっ た。 各ＣＰＥＵには農民が集会でき

る研修所（ｔ。。ｍｍｇ。。ｎｔ。。）も設置し，技術的な指導に加えてピー プル ・エンパワーメントを引き

出すべく普及のための研修の場を提供する役割を担うこととなっ た。

（２）住民参加とピープル ・エンパワーメント

ピープル ・エンパワーメントという概念は，社会林業と同様に１９７０年代に使われだしたもので ，
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表１　フィリピンにおける社会林業関運政策の変還

６５

年 主　要　政　策 内　　　容　　　等

１９６０～８０ 森林資源の大規模開発 ラワン材を中心とする熱帯原生林の伐採開発政策が集中濠雨的に展開 。

輸出額の三割にも達する 。熱帯原生林の激減と草原立木地面積の増大 。

１９７１ カインギン管理計画（焼畑移動耕作 国有地を占有し，使用している焼畑移動耕作民に対して，１年間の使用

の管理） 許可証が発行されるようになり ，排除 ・取り締り政策を一部変更。７５年

森林占有者管理計画で認可期間２年間へ 。

１９７６ ファミリー・ アプローチ造林 家族を単位に植林を講け負わせ，実績に基づき支払う 。２年間の契約で

間作に農作物の栽培可能 。

１９７８ コミューナル ・ツリーファーム計画 アグロフォレストリー の手法をもちいて集落共同の植林を行う計画。認

可期間２５年で参加農民はさらに２５年の更新が可能 。

１９８２ 総合社会林業計画（ＩＳＦＰ） 森林占有者管理計画，ファミリー・ アプローチ，コミューナル ・ツリー

（８６年マルコスからアキノ政権へ） 計画を統合し，その認証者を含め，アグロフォレストリーの組織的実践 。

認証期間は２５年でさらに２５年の更新が可能 。

１９９２ 分権化政策の推進により地方政府に ８６年以降環境天然資源ＤＥＮＲが管理していたプロジェクトのうち ，各

９３ 管理運営移譲 州１ヶ 所のモデル社会林業地ＣＰＥＵ以外は管理運営を地方に移譲した 。

表２　フィリピンにおける総合社会林業計画の年次別概要

年 計画数 総面積ｈａ 開発面積 受益世帯数 認可数 認可地域ｈａ

１９８３ ８３５ ２８５ ，８７６ ３８ ，２６７ ８５ ，８６２ １２ ，４２３ ３１ ，９９２

８４ １， ０４２ ３１９ ，７７９ ７１ ，９９６ １０１ ，９９６ ２８ ，５７４ ７７ ，６２８

８５ １， ４１２ ３９１ ，２２９ ９７ ，２９４ １１９ ，９４３ ４７ ，９５０ １２７ ，８６７

８６ ７２７ ４３０ ，０３８ １２１ ，７１９ １７５ ，１９３ ６０ ，０９８ １５４ ，２１２

８７ ７６０ ４９０ ，６０８ １３７ ，５７３ ２０２ ，３０６ ７５ ，２１３ １９０ ，４８７

８８ ８０３ ４４７ ，８１４ １６０ ，９６１ １５２ ，５２８ ９３ ，０７０ ２２７ ，４６０

８９ ２， ７１５ ５２５ ，６１９ １７６ ，２４４ ２０４ ，９９９ １２８ ，７７２ ２６２ ，６５８

９０ ３， ０３８ ２１５ ，４５７ ２１５ ，４５７ ２２１ ，３９４ １５５ ，０８３ ３６３ ，７２４

９１ ３， ６７６ ６５７ ，７８２ ２３４ ，６５０ ２２４ ，３３７ １６９ ，５５４ ３９５ ，５１０

９２ ３， ７５２ ６８３ ，９３５ ４６３ ，２８０ ２５３ ，０４４ ２０６ ，２９２ ４６３ ，２８０

９３ ３， ８１４ ７４２ ，３５６ ６４５ ，４５０ ３５２ ，３６３ ３２１ ，３２３ ７４２ ，３５６

９４ ３， ８８９ ８６９ ，２０４ ６５９ ，０６７ ３６３ ，１１６ ３２９ ，１８１ ７５９ ，３６２

９５ ３， ８９０ ８７８ ，０８２ ６６１ ，５６４ ３６４ ，８７８ ３３０ ，７２５ ７６２ ，６６２

９６ ３， ８９４ ８８０ ，０８８ ６６３ ，４６０ ３６９ ，１８８ ３６８ ，４０６ ８３９ ，７４６

９７ ３， ９０９ ９０７ ，００６ ６６８ ，７０１ ３７２ ，５８８ ３７２ ，００７ ８４９ ，８４６

注）　フィリピン環境天然資源省調べ 。

「村落住民がうまく運営できるように技術や能力を向上させること」または「村落住民が，自分

たちの開発にとっ て必要だと確信する行為について決定を行い実施できるようになること」を意
　　　４）

味する 。開発に当た って行政からの上意下達方式の下で単に受け身的な参加，すなわち村落住民

が開発プロジェクトの対象（客体）にとどまることなく ，能力開発とさらには組織的主体的参

加・ 権限の移譲によっ て， 村落住民が開発を担う主体に移行し，自立的な発展が意図されている 。

当時，途上国の発展の論理として外来型開発に対して，「それぞれの地域の生態系に適合し，住

民の生活の必要に応じ，地域の文化に根ざし，住民の創意工夫によっ て， 住民が協力して発展の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６）
あり方や道筋を模索し創造していくべきだ」という内発的発展論の枠組みの下での概念と考えら

れ， 途上国のこの種の開発やプロジ ェクト実施に当た って成功のためのキーワードとなっ ている 。

それは，最も多く使われる言葉である住民参加に内実をもたせる考え方といえよう 。

　内発的発展，住民参加，そしてエンパワーメントといっ た概念は前のパラグラフでも触れたよ

うに１９７０年代半はから途上国における開発のあり方の議論の中から広く　般化したものである 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６８９）
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開発が誰のためのものなのか，これまでの開発は先進国や資本や一部の特権階層を利して，貧し

い人々は制度的，組織的に疎外され，力を奪われているが故にますます貧しくなっ ているという

現実があ って，それを変えていくための考え方の枠組み ・パラタイムの転換の中で，重視される

ようになっ た概念なのである 。

　フィリピンの社会林業プロジェクトにおいても ，とくにアキノ政権への移行後はこの路線上に

あっ て計画，意思決定，実施のプロセスにおいて農民が参加し，エンパワーメントを高め，主体

性の発揮の下に推進していこうという姿勢が強く打ち出され，農民みずからの組織的な力の結集

を進めることをもめさしている 。あえて環境天然資源省の社会林業モテルプロジェクトの名称を

ＣＰＥＵ（Ｃ．ｎｔｅ．ｆｏ． Ｐｅｏｐ１ｅ　Ｅｎｐｏｗｅｍｅｎｔ　ｍｔｈｅ　Ｕｐ１ａｎｄ）としたのもその視点を重視しているあらわ

れであるし，また，現実にエンパワーメントこそ成功への近道にちがいない 。

　（３）女性参加で高まるエンパワーメントーサンタカタリナプロジェクトの事例

　その先進的事例として，サンタカタリナのプロジェクトがあげられる。プロジェクトに参加す

ることが認められると土地保有の「認証契約証」が発行されるが，このプロジェクトにおいては

９５年時点で実に全体の３分の１に当たる９７人の女性が土地保有権を取得している 。組織としては ，

全体の組織，女性の組織，そして子供たちの組織と３つがあり ，特に女性の組織の活動が活発で

ある 。われわれが訪れた時は，たまたま ，月一回の定例会議を開いていた時で，議論や雰囲気か

ら自信と活気が伝わ ってきた。女性の組合は９１年にできたが，それまでは夫の保有土地のアグロ

フォレストリーの手伝いを行うにとどまっ ていた。８４年に設立されたこのプロジ ェクトにおいて

も夫の代理で会議に出席するなど，地域には活発な女性が多く ，女性自ら土地保有権の認証を取

得すると一層活発化する 。月一回の定例会議に加えて必要に応じて臨時的な会合がもたれ，環境

天然資源省からの情報を受けるばかりでなく ，プロジェクトの二一ズや組合運営にかかわる諸事

項が議論され，主体的に意思決定が行われ，時には「下から上」への要請も行う 。夫たちが入る

全体の組織よりもはるかに活発で継続的かつ自立的な活動が行われているという 。

　女性たちの保有土地では，作物は夫と相談して決める者もいるが自分自身の判断で決定する者

も少なくない。環境天然資源省の普及員からは主として樹木の知識と植栽にかかわる情報を得る 。

オクラやナス ，ビーン，トウモロコシ，キャッ サバなどの野莱，ココナツ ，マンゴー， ランソー

ネ， パイナ ップル，バナナなどの果物，そしてナラ ，マホガニー イエマネ，イピルイピル，ア

カシアなどの樹木などの中から適当に組み合わせて作るという 。組合は，収入の中から一定の組

合費を徴収し活動資金にあて，ローンなど相互扶助的活動も行い，行政に対してはインフラ整備

の要請も行う 。収入も夫たちとほとんと変わらず，年問４万ペソ（日本円で約１４万円 ，ただし１人

当たり総生産は日本の４０分の１を考慮するとフィリピンでは中級の収入）に達する 。われわれの質問に

対して，組織的に活動することが生き甲斐づくりになっ て， 仕事も楽しいという話が聞けた。フ

ィリピンでは多数のプロジェクトが実施されているが，男性と対等の立場での女性参加はまだ一

般的ではなく ，このプロジェクトは極めて稀なケースである 。しかし，女性のねばり強い共同の

精神や，子供も含んだ取り組みはピープル ・エンパワーメントのモデルケースといっ てよい 。

　なお，われわれはアラヤ ット山のプロジェクト地も訪れたが，ここでは女性は働き手ではある

が， 男性中心に運営されており ，会議などにもほとんど出席しないという 。このプロジェクトは ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６９０）
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エンパワーメントについては不明であるが，アグロフォレストリーの実践という面では，かなり

成熟しているといっ てよい。標高１０００メートル程度の富士山型の火山で，国立公園に指定され山

麓から中腹にかけての比較的なだらかなエリアがプロジェクト地である。その上の自然を保護す

べきコア（リザーブエリア）に対してプロジェクト地はバッファー ゾーンとして位置づけられ，農

民による環境保全型利用を通じて調和を図ろうとするところである 。アチスやマンコーなと中高

木の果樹とイピルイピルやイエマネなどの樹木，オクラやナス ，豆などの野莱を組み合わせたア

グロフォレストリーが行われており ，プロジェクトの目的は達成されているといっ てよい 。

フィリピンにおける総合社会林業プロシェクト（ＩＳＦＰ）の事例

総合社会林業 所在地 対象面積 受益戸数 営農形態 主要作物 年平均収入

プロジェクト名 （部族名） （ｈａ） （女性参加） ＡＧ方式

サンタカタリナ ケソン州 １， ２７４ ３３０

混植 果樹
３． ８万ペソ

プロジェクト （南タガログ） （９７）

問植 マホガニー （１Ｏ年前の３倍）

アーレイクロッ ピング オクラ

グリーンヒルズ コタバト州 ３７２ ユ５５

混植 果樹
１． ８万ペソ

プロジエクト （セブアノ） 間植 トウモロヒシ （１Ｏ年前の８倍）

（イロンゴ） イエマネ ，イピル

アラヤ ット山 パンパンガ州 ４９２ ４０２

混植 果樹 ３万ペソ

プロジェクト （パンパンガ） 問植 野菜 （１０年前の１０倍）

アーレイクロッ ピング チーク

（資料）　ノエル　デ ュンガ「社会林業政策と住民参加」，林業経済研究ＮＯ．１２７ ．１９９５，１１６頁を元に作成 。

　　なお，収入が大幅増となっ ているのは，果樹などが収穫期に至 ったことにもよる 。

図１　フィリピンの略図と位置図
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　３　社会林業の意義と課題

　フィリピンにおける社会林業は，われわれが見たモデル的なプロジェクトに関しては，生産と

環境保全の調和，所得の向上，そしてサンタカタリナではエンパワーメントという観点からも ，

成功を収めているといっ てよい。といっ ても ，こくわずかな優良事例しか見ていないので　般化

はできない。当然，失敗の事例もあるであろう 。また，プロジェクトの推進に当た って住民参加

やエンパワーメントの観点からみると ，農民は必ずしも積極的とは限らず，推進に当たる普及員

も技術的なことはともかく組織化やエンパワーメントにかかわる適切なアドバイスを行うことに
　　　　　　　　　　　　　　　　　７）
関する熱意に欠けるきらいがあるという 。

　アグロフォレストリーという定着型農林業の技術面での普及が進展していることは事実である

が， 本来の社会林業が目指した「人々とくに貧農のためのプロジェクト」になっ ているかとうか ，

プロジェクトヘの参加者がどのような階層の農民であるかは，研究課題として残される 。土地な

し農民や兼業型零細小作農民までが参加できているのかどうか，フィリピンの農地改革において ，

これらの階層が切り捨てられたように，もし同様のことが社会林業への参加をめくっ て起こっ て

いるとすれば，人々のためのプロジェクトという社会的公正の面で欠陥があることになる 。

　こうした誰のためのプロジェクトかという観点は，最初に述べたように，当時，住民参加やエ

ンパワーメントそして内発力という概念が次々と登場したように，人々のため（ｆｏｒｔｈｅ　ｐｅｏｐ１ｅ）

という考え方が，とくに第三世界ではパラダイムシフトといっ てよい新たな理念となりつつあ っ

た。 フィリピンでは社会林業導入の背景において，マルコス政権という強権力支配の維持という

側面があ ったものの，その後のアキノ政権への移行 ・一定の民主化の中で，とりあえず，「人々

のため」の社会システムの確立に向けて，真に実施されているかどうかは別にして，理念の転換

が行われたことは評価に値する 。

　フィリピンの森林は，歴史の中ではほんの「点」にすぎない２０世紀の中後半において，外圧と

内圧の両面から破壊しつくされ，自然生態という面でも ，また社会 ・生産という面でも循環シス

テムは崩壊してきた。その矛盾が環境問題と貧困を助長する形で底辺の人々を苦しめてきた。社

会林業システムがこの矛盾を減らし，そこで生産と環境を調和させながら改善していくことがで

きるならば，永続性のある循環システムとして意義をもつ 。

　現在，フィリピンの山地の３～４％程度が社会林業プロジェクトに使用されているが，広大な

山地を社会林業で覆い尽くすことは不可能なことであり ，また，それは問違いでもある 。当然の

ことながら ，森林として保護林があり ，環境林があり ，生産林が適正に配置されていることもま

た自然生態 ・環境と経済の調和，循環システムの確立という観点からも重要なことなのである 。

フィリピン社会のひずみと貧困の中では，自律的に森林再生への途は容易に確立しがたい難しさ

をもっ ている 。次節ではこの点にふれてみよう 。

ｕ　植林 ・水源林造成の展開と課題　パンタバンガン水源林造成を事例として

１　フィリピンの水源地帯の森林荒廃と植林

フィリピンでは，過去５０年問において１ ，１００万ヘクタール（国土面積の３７％）の森林が失われ
，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６９２）
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プランテーシ ョンから焼畑までを含む農地として利用される一方，５００万ヘクタールにも及ぶと

いわれる草原無立木地になっ たりして荒廃もすすんでいる 。その内，少なくとも２００万ヘクター

ルの「水源の森」，例えばパンパンガ川やカガヤン川，あるいはパンタバンガン水源地などが草
　　　　　　　　　　　　　　　　　　８）
原毎立木地型の荒廃がひといといわれる 。

　本来，水源の森は，いわゆるラワンを中心としたフタバガキ科の樹木を初め，きわめて生物多

様性に富む，うっ そうとした熱帯林で覆われていた。フィリピンの熱帯原生林は，優れた品質の

木材を産出するが故に，とくに１９５０年代後半から７０年代後半にかけては日本向けの輸出用材とし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９）
て大規模な開発の対象となっ た。 マルコス政権下では一族郎党に伐採権がふるまわれ，利権の対

象となり ，日本の大量消費 ・総合商杜による買い付け攻勢と結合して，集中豪雨的な伐採開発に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１Ｏ）
よっ て執帯原生林が裸にされていっ たのである 。最盛期においては木材はフィリピンの第一位の

輸出晶となり ，その７～８割が日本向けであ った。このことからも明らかなように，多国籍企業

と途上国政府の結合による数帯林開発の促進という第一章で示した構図が基本的にはそのまま当

てはまる 。

　その結果，今から１９４０年ころまでは１１００万ヘクタールあ ったフタハカキ科の原生林の面積は ，

開発最盛期の１９７０年時点では５２０万ヘクタールになり ，８０年には２４０万，そして９５年には８０万ヘク

　　　　　　　　　　　　　　９）
タールにまで激減したのである 。トータルの森林減少面積は６０年代，７０年代には年平均３５万ヘク

タール前後（国土の１ ．２％）にも達し，開発が下火になっ た８０年代から今日に至る間においても年

平均１２万ヘクタールの森林が失われている 。これらの大規模な原生林伐採開発に加えて，カイン

キン（焼畑移動耕作）の拡大や隣接放牧地からの失火による山林火災が森林喪失に拍車をかけた

ことはいうまでもない 。

　これに対して植林は，１９１０年に初めてフィリピン大学の演習林で試みられ，以降少しずつ植林

プロジェクトが進められだし，１９５０年ごろから７０年代半ばにかけては主として森林開発局の手に

よっ てプロジェクトが組まれたが，植林面積は年問平均１万ヘクタール前後と ，こくわずかにと

どまっ ていた。７０年代後半からは，森林エコシステム管理計画（ＰＲＯＦＥＭ，７６年），ファミリー

アプローチ植林計画（７６年），コミューナル ・ツリー・ プランテーシ ョン計画（７８年）等の樹立と

７７年の植樹令（５年問にわたり毎年国民１人１本ずつ植樹を義務づけた法律）の制定もあ って ，上位下

達的にかなり植林 ・緑化が行われだした。比較的条件の良いところに年間５ ，６万ヘクタールの

産業造林 ・環境造林が行われているが，これは政府目標の５分の１にとどまるばかりでなく ，成

林率もきわめて低いといわれ，ＦＡＯの９５年のデータではフィリピン全体での植林地面積はわず

か２０万ヘクタールにすぎず，森林の再生 ・回復に至るにはほど遠いものがある 。また，近年の経

済危機の下で植林面積そのものも極めて低レベルに落ち込んでいる 。

　ともあれ，７０年代半ばまでは植林は行われていないに等しいほど微々たるものであ ったが，成

果は低いものの，７０年代後半に植林計画が実行に移されたのは，第一に，森林資源の枯渇化が目

前に迫 ってきたことがあげられる 。先にふれたように日本の大量消費と結合し，マルコス体制を

支える経済基盤 ・利権の源泉として集中豪雨的な原生林伐採が展開した。その結果，資源の減少

と劣化が急激にすすんだため，森林資源の再生が政策課題となっ た。 第二は，伐採の後，カイン

ギンが行われたり ，牧畜利用が行われたため，山の地力が低下し，不毛の土地と化しつつあり ，

生産力回復のためにも森林再生が必要であ った。第三は，カインギン対策で，カインギンの管理

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６９３）
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を強化するかわりに，ファミリーアプローチ計画やコミューナル ・ツリー・ プランテーシ ョン 計

画という木場作 ・農業もとり入れた形のアクロフォレストリーを展開し，後に総合社会林業に組

み込まれた。第四は水（洪水災害と水資源かん養）をめぐる環境問題で，下流の人々の生活と地主

階級の経済を守るためにも必然化された 。

　２　パンタハンカンタム水源林造成のプロセス

　世銀融資によっ て１９７４年に完成したパンタバンガンダム ，そしてその上流の水源域は，ルソン

島中央部に位置し，マニラ湾にかけての穀倉地帯や都市の水源として，また洪水防止も含めて重

要な役割を課せられた地域である。この地域の水源の山林は，奥山には二次林 ・天然林が残るも

のの，中腹部から里にかけてはその大半は，日本のチガヤやカヤに似たコゴンやサモンの草原に

覆われたり ，あるいは植生が失われ，エロージ ョンがすすんでいる山地もところどころに目立つ 。

山林の荒廃によっ て水源の森としての緑のタム機能を果たせないし，タム湖への土砂の流入も激

しく ，堆砂によっ て貯水機能は急速に減退していく 。そのため，下流に住む人々を初めとする環

境ならぴに産業の両面から ，水源の森の再生は重要な課題となっ ていた 。

　フィリピンの要請を受けた日本のＯＤＡで，環境保全を目的とする林業協力の第一号であると

ともに，国際協力事業団（ＪＩＣＡ）によるプロジェクト方式技術協力の最初の事業として実施され

たのが，「パンタバンガン森林造成プロジェクト」である 。１９７６年に開始され，９２年まで続いた

　　　。　
・・　　　　　　　　　　　　　　　　 、　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１１）

このフロンェクトは貧困問題をかかえる途上国での森林再生の困難さを如実に物語っている 。そ

れは，植林の技術的な問題ではなく ，地域住民とのかかわりにおいて生じた軋櫟の問題があ った

からに他ならない 。

　このプロジ ェクトは造林分野を中心とする日本の専門家を派遣し技術的指導と普及，そして必

要な資材供与を行い，フィリピンの担当者や普及員を研修員として受け入れ，担当者（カウンタ

ー　パート）と共同で植林事業を進めるが，植林のための資金はフィリピン側の負担（１Ｏ。。１．Ｏ．ｔ）

というシステムの下に始まっ た。 樹種としては成長の早いアカシア，イピルイピル，マツ類，イ

ェマネなとが選はれ，地域の農民が労働者として多数雇用されて植林が始まっ た。

　プロジ ェクトの目的が水源林造成であり ，最終的には流域の５万ヘクタールにも達する草原無

立木山林の植林をめさし，フィリピンの森林開発局と天然資源省の植林プロジェクトを拡充発展

させるため，ＪＩＣＡプロジェクトは技術開発面での支援の役割を担い，当初は森林造成技術の開

発のための試験林 ・パイロソトフォレスト８ ，１００ヘクタールを６年問でつくることをめざした 。

それと同時に，植林 ・治山技術の指導を行う研修所 ・トレイニングセンターの建設（７８年１０ ．５億

円の無償資金協力で建設）を行い，森林造成や治山技術の教育普及というソフト面での役割も担 っ

た。

　ところが，現実には６年でパイロットフォレストを造成し，普及指導期問も含めて１０年計画の

予定が最終的には１６年を要している。その要因に関して林野庁の担当者は次のように述べている 。

「１６年間のプロジ ェクトの運営を通じ常に直面した問題は，ローカルコスト不足，森林火災対策 ，

専門家の安全対策であ った。このことは，発展途上国における林業技術協力上の問題は，単に技

術的な問題だけでなく ，貧困，人口増，失業など，その国の社会，政治，経済等の問題に深く
，

複雑にかかわ っているということである 。いずれにしても完全に破壊された熱帯林の再生には大

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６９４）



　　　　　　　　　　　　フィリピンにおける社会林業と植林の展開（依光）
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変な年月 ，経費，労力がかかることを改めて認識させられたことである 。」

７１

　３　プロジェクトと地域社会をめくる間題

　現在管理に当た っている環境天然資源省地方事務所（ＣＥＮＲＯ　Ｃｏｍｍｕｍｔｙ　Ｅｎ・１・ｏｎｍｅｎｔ　ａｎｄ

Ｎａｔｕ。。１Ｒ。。ｏｕ。。ｅ． Ｏ冊ｃ。）の担当者によると ，８ ，１００ヘクタールのプロジェクト植林地のうち成林

しているのは３分の１に当たるおよそ２ ，７００ヘクタールだという 。そしてその最大の原因は，前

項の引用文にも示されているように人為的な山林火災にあり ，突き詰めれは，貧困問題，社会構

造問題に根ざすのである 。

　先ず第一に土地所有と慣行的利用についてふれておこう 。山林のほとんどは国有地であるが ，

プロジェクトが設定された当時，多くの草地は天然資源省が貸し主となっ て１０年ないしは２５年契

約の放牧貸付地となっ ていたし，慣行的利用や「不法占拠者」の居住と農耕，そして約１３０家族

による焼畑移動耕作 ・カインギンも行われていた。ただし，放牧貸付地の保有者は地元住民より

地区外の富裕者層が多く ，地元住民を管理人や使用人として雇用する形態にあ った。カインギン

はもとより放牧地も火入れを行うため，プロジェクトの実施に当た っては，これらの人々との調

整を必要とした。代替地を与えられて移動する者は良いが，そうでなく立ち退きを余儀なくされ

た者には不満が残るし，「不法占拠者」や周辺部放牧地の火入れや飛ぴ火は今日に至るまで火災

の原因になっ ている 。

　第二は地域社会の問題である。ダムの上流に人口約２万人のカラングラン町があるが，住民の

ほとんどは１９６０年以降に移住してきた者である 。この地域の平地部には水田が広がり ，高台から

は一見豊かな農村風景が展望できるが，集落に入ると貧しさが伝わ ってくる 。この落差は，下流

部やマニラ周辺の平地部農村にみられる状況と同様，土地所有が一部の地主に偏り ，大多数の住

民は土地なし農民（小作人，農業労働者）や焼畑農民というきわめて低収入の貧しい人々で占めら

れていることに起因している 。人口の９割以上の人々が貧困層で占められているという地域社会

の構造が問題の根底にあり ，後に反体制運動としてプロジェクトにも影響を与える 。

　プロジェクトの実施に当た っては ，２ ，５００～３ ，０００人の労働者を雇用する必要があり ，カラング

ランの各集落から集められた。賃金は，農業労働者として働くよりもプロジェクトに雇用される

方が高く ，多くの労働者が集まっ た。 フィリピン政府の予算がつき ，順調に事業が行われ，賃金

が支払われている時は問題が起きなか ったが，７９年の第二次オイルシ ョッ クの経済悪化の下で夏

以降の事業の中断 ・雇用の中止がおき ，その後もたぴたぴ賃金支払いの遅滞がおきた。こうした

解雇や賃金未払いをめくる紛争等の労働問題が生じた後の乾期には，必ずといっ てよいほと大規

模な火災が起きている 。８０年１月から４月にかけての１０６ヘクタール（８件），８３年の７２６ヘクタ

ール（１９件），８８年の５２８ヘクタール（１９件）は，すべて労働問題と関連しており ，人為的意図的
　　　　　　１３）
失火といわれる 。また，プロジェクトのスタ ッフは８１年に反体制勢力（反マルコス ・反日 ・反米勢

力）ＮＰＡの襲撃を受けているが，その理由として労働者への賃金未払い，第二次大戦中の日本

人の残虐行為，日本による森林資源の収奪行為，マルコス政権によるプロジェクト資金の着服な
　　　　　　１４）
どをあげている 。過去を含めた日本とフィリピンの上部構造に対して常に支配される立場にあ っ

た下層の貧困層の不満が暴発したものに他ならない 。

　このように地域社会の不安定性と貧困が根 っこにある中で，植林期間中という臨時的就労機会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６９５）
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の増大以外には，むしろ下流の人々を潤すための水源林造成という地域住民の利益とは必ずしも

合致しないプロジ ェクトの推進は，一部の人々の反発をうみ，長期間を要した割には森林造成に

成功した面積が少ないという結果としてもたらされた 。

　プロジェクトの推進過程において，このような問題に直面すると地域住民対策としてアクロフ

ォレストリーシステムや社会林業を取り入れたり ，水源林機能を重視し伐探禁止の植林地を住民

が薪炭用材として持続的に利用できるシステムの提案が日本側から行われるなど，住民との共存

の途が考えられるようになっ た。 しかし，基本的には地域住民の利用を排除した下流のための

「緑のダム」としての囲い込みであるという性格をもつために，プロジ ェクトが終了した後にお

いても人為的な失火が少なくないという 。

　４　プロジェクト終了後の流域管理の課題

　プロジェクト終了後は，環境天然資源省地方事務所（ＣＥＮＲＯ）が研修施設 ・トレイニングセ

ンターの運営も含めて管理に当た っている 。トレイニングセンターは王にルソン島全体の環境天

然資源省の職員や技術者，農民代表者などの教育研修の場に使用され，プロジェクトサイト

ＮＯ．１が火災 コントロール，ＮＯ．２がエロージ ョン（土壌浸食）コントロール，そしてＮＯ．３が

造林技術試験とくに早成樹種から在来有用樹種への転換試験の実習の場として機能している 。こ

れらの活用形態はプロジェクトの目的に合致するもので，上記の地域社会問題があるにせよ ，パ

イロットフォレストの造成による普及の役割は果たしえているといえよう 。

　プロジェクト地全体の管理は，水源林 ・環境林であることからＣＥＮＲＯの職員が当た ってい

るが，流域の８万ヘクタールに及ぶ広大な山林を少ないＣＥＮＲＯの職員で管理するため，山林

管理担当職員は１人当たり２ ，０００ヘクタールを受け持ち，十分に目が行き届かないということ及

び管理を強化すれば住民の反発をかうという問題もある。そのため，いっ たんプロジェクトサイ

トから出ていっ た人々も終了後に再び戻 ってきたり ，新たに移住者が住み着くなどの動きがみら

れる 。このように管理が行き届かない状況の下で，自然災害や人為的失火（飛び火）によっ てな

お失われる林がある 。結局は，住民と水源の森とが共存できる途をどう確立していくか，にかか

わるのであろう 。

　水源林造成という荒廃地の緑化事業は，環境保全という視点だけからみれは，何ら問題はなく

積極的に推進すべきことである 。しかし一方では，地元地域社会とのかかわりの中では，住民の

目には，彼らの利用を排除するという一種の山林囲い込みと映るであろう 。そして，水源林造成

によっ て利益を受ける者との問に矛盾も発生する 。それ故，フィリピン社会の階層構造全体の中

での対立の構図を和らげる政策，具体的には地元住民の二一ズに基づき ，造成された森林と経済

的にも共存できる関係の構築がないかぎり ，パンタバンガンプロジェクトで生じた問題は，生産

力が低いながらも使用可能な草地へのこの種の植林プロジェクトの実行に当た っては，再びくり

返される問題となろう 。そこに環境保全のための大規模な植林緑化の難しさがある 。

　あえて提言するならば次の三点があげられる 。¢５万ヘクタールに及ぶ草原 ・無立木地に対し

て， 森林を中心に牧草地，社会林業地が適切に配置されるような土地利用計画が，住民参加の下

に彼らの二一ズも組み込んで立てられること ，　森林造成の過程で木がしげるまでの間，タウン

ヤ法や木場作の形で農作物もつくり ，その後も農民が森林 ・樹木の除伐 ・問伐，そして択伐材な

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（６９６）
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どの利用権をもち，常に森林を維持しながら ，持続可能な森林経営の枠内で権利を保有し利用で

きる仕組みをつくること ，　前節で触れたような，住民のエンパワーメントを引き出す仕組みづ

くりをすすめ，コミュニティーレベルで自立的共同体的管理を行うこと ，であろう 。結局は，林

業中心の住民参加 ・住民王体型の社会林業の推進を図ることが重要と考えられる 。

皿　おわりに　　住民参加か住民排除か

　最初の社会林業では，住民参加によっ てエンパワーメントをひきだし，地域資源を自分たちの

管理の下に生活向上と環境改善に役立て，内発的発展にむすびついている事例を述べた。一方 ，

次の事例では，水源林造成の名の下に，住民を排除し国家による囲い込みの事例をみ，そこにお

いて激しい住民の抵抗があ った。マルコス政権の崩壊後は前者により傾斜していくかに思えたが ，

政府の選択はかならずしもそうはいつていない 。

　その契機となっ たのは日本からのＯＤＡ資金であ った。フィリピン政府の要請の下に海外経済

協力基金（ＯＥＣＦ）は１９８８年に環境植林のための資金として１５０億円の円借款を行うこととなり ，

これにアジア開発銀行からの融資も加わり ，環境天然資源省（ＤＥＮＲ）は８０年代末から９０年代前

半にかけて，フィリピン史上最大の植林プロジェクトを推進した。巨額の資金を手にした政府は ，

５カ年で３５万ｈａの植林計画をたて，農民や集落単位の請負の形で実態的には産業植林を推進し

ていっ た。 請負造林の形で行われたこのプロジェクトは，植林の大半は管理不足や火災によっ て

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５）
失敗におわり ，３年後検査段階でルソン島で２０％，セブ島で２５％程度の成林率にとどまっ ており ，

「フィリピン最大の造林事業の＜成果＞といえは，山問部における土地紛争を激化させ，金銭ト

ラフル（汚職）を蔓延させ，返済不可能な２億トルの債務をフィリピンの納税者に背負わせて累
　　　　　　　　　　　　　　　　１６）
積債務問題をより深刻なものにした」といわれる 。

　ＤＥＮＲはこの植林プロジ ェクトに力を入れるあまり ，地域資源の住民管理を手法とする社会

林業政策への取り組みを弱め，再ぴ林地の国家管理を強化する方向性を強めていっ た。 フィリピ

ンに限らず途上国への巨額の資金援助による植林は，民主的で住民参加のできるシステムが形成

されていない限り ，利権と結びつきつつ，土地への国家管理を強めることとなり ，内発的発展の

視点からは逆行することとなる。途上国の発展のための見直しが必要であるし，先進国からの

ＯＤＡのあり方も問われる 。
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